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行
政
情
報

●
対
象
者

　
　

歳
以
上（　

歳
か
ら　

歳
の

７５

６５

７４

方
で
一
定
の
障
害
が
あ
る
方
を
含

む
）の
方
が
、後
期
高
齢
者
医
療
制

度
の
被
保
険
者
と
な
り
ま
す
。

●
医
療
機
関
窓
口
で
の
自
己
負
担
額

　

老
人
保
健
制
度
と
同
様
、医
療

費
の
１
割（
現
役
並
み
所
得
の
方

は
３
割
）を
患
者
本
人
が
負
担
し

ま
す
。

●
保
険
料
の
納
付
方
法

　

保
険
料
の
納
付
方
法
は
、原
則

と
し
て
年
金
か
ら
天
引
き
さ
れ
ま

す
。

　

た
だ
し
、年
金
額
が
年
額　

万
１８

円
未
満
の
方
や
、介
護
保
険
料
と

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
を
合

わ
せ
た
額
が
年
金
額
の
２
分
の
１

を
超
え
る
方
に
つ
い
て
は
、年
金
か

ら
の
天
引
き
は
行
わ
れ
ず
、納
付

書
や
口
座
振
替
な
ど
に
よ
り
、納

付
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

●
被
保
険
者
証
の
送
付
に
つ
い
て

　

被
保
険
者
証
が
１
人
に
１
枚

交
付
さ
れ
、平
成　

年
３
月
中
に

２０

郵
送
で
お
手
元
に
届
き
ま
す
。

　

な
お
、今
ま
で
使
用
し
て
い
た
石

巻
市
国
民
健
康
保
険
や
被
保
険

者
証
、老
人
医
療
受
給
者
証
は
使

え
な
く
な
り
ま
す
の
で
、市
役
所
へ

返
還
し
て
く
だ
さ
い
。（
来
庁
で
き

な
い
方
は
、ご
自
分
で
処
分
し
て
く

だ
さ
い
）

　

詳
し
く
は
、石
巻
市
国
民
健
康

保
険
に
加
入
し
て
い
る
方
は
国
保

年
金
課
に
、健
康
保
険
組
合
な
ど

の
被
用
者
保
険
に
加
入
し
て
い
る

方
は
各
保
険
者
に
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

問　

宮
城
県
後
期
高
齢
者
医
療

広
域
連
合　

�　

－

　

－

１
０

０２２

２６６

２
６
・
高
齢
者
医
療
制
度
対
策
室

（
内
線　

・　

・　

）・
国
保
年
金
課

６４７

６４８

６４９

（
内
線　

・　

）

４７２

６３３

平
成　

年
４
月
か
ら

２０

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
が
は
じ
ま
り
ま
す

国
民
健
康
保
険
加
入
の
皆
様
へ
・
・
・

市
・
県
民
税
の
申
告
は
お
済
み
で
す
か
？

　

国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い

る
世
帯
は
、
毎
年
必
ず
前
年
の
所

得
金
額
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、

申
告
す
る
義
務
が
あ
り
、
保
険
税

の
算
出
は
、
原
則
と
し
て
市
・
県

民
税
の
申
告
を
基
に
行
わ
れ
ま
す
。

国
保
世
帯
の
世
帯
主
（
本
人
自

身
が
国
保
に
加
入
し
て
い
な
い
場

合
も
含
み
ま
す
）
と
国
保
に
加
入

し
て
い
る
世
帯
員
全
員
の
合
算
所

得
金
額
が
、
一
定
基
準
額
を
下

回
る
場
合
、
均
等
割
額
（
１
人

ひ
と
り
に
か
か
る
額
）
と
平
等
割

額
（
世
帯
ご
と
に
か
か
る
額
）
が

軽
減
さ
れ
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
高
額
療
養
費
の
負
担
限
度

額
も
申
告
後
の
所
得
区
分
に
よ
り

算
定
さ
れ
ま
す
の
で
、
次
の
よ
う
な

方
は
必
ず
市
・
県
民
税
の
申
告
を

し
て
く
だ
さ
い
。

①　

平
成　

年
中
に
収
入
の
な

１９

か
っ
た
方
。
（　

年
中
の
収
入
が

１９

雇
用
保
険
な
ど
の
非
課
税
所
得
の

み
の
方
も
含
み
ま
す
）

②　

平
成　

年
中
に
障
害
・
遺

１９

族
年
金
を
受
給
し
て
い
た
方
。

（
た
だ
し
、
他
の
厚
生
年
金
・
国

民
年
金
な
ど
を
受
給
し
て
い
る
方

は
申
告
不
要
で
す
）

③　

平
成　

年
中
に
扶
養
、
仕

１９

送
り
、
退
職
金
・
預
貯
金
で
生

活
し
て
い
た
方
な
ど
。

※　

基
本
的
に
は
３
月　

日
ま
で

１５

な
ら
市
内
申
告
会
場
、
そ
れ
以
降

な
ら
本
庁
２
階
市
民
税
課
窓
口

ま
た
は
、
各
総
合
支
所
市
民
生

活
課
の
市
・
県
民
税
担
当
窓
口
で
、

市
・
県
民
税
の
申
告
を
お
願
い
し

ま
す
。

※　

す
で
に
税
務
署
や
市
役
所
、

各
総
合
支
所
で
申
告
を
済
ま
せ
て

い
る
方
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

※　

国
保
加
入
世
帯
の
中
に
、
①

〜
③
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
て
い
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
１
人
で
も
未

申
告
の
方
が
い
る
と
、
保
険
税
の

軽
減
や
高
額
療
養
費
の
負
担
限

度
額
の
判
定
が
で
き
な
く
な
り
ま

す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

問　

国
保
年
金
課
（
内
線　

・
２４９

　

・　

）
・
各
総
合
支
所
市
民

２７４

２７５

生
活
課

　国民年金の加入の仕方（種

別）は３種類です

第１号被保険者

　自営業者、農・漁業従事者、学

生などの方（市役所で手続き）

第２号被保険者

　厚生年金、共済年金などに加

入している方（会社などで手続

き）

第３号被保険者

　第２号被保険者に扶養されて

いる配偶者の方（会社などで手続

き）

※国民年金の加入手続きは、市

役所年金窓口です。

　加入の仕方（種別）が変更にな

る場合は届出が必要です

　国民年金は、就職、結婚、退職

などの人生の節目に加入の仕方

（種別）が変わる場合があり、その

都度届出が必要です。手続きを

しないと、保険料を納めることがで

きず、将来の年金額にも影響しま

すので、ご注意ください。

　詳しくは、お問い合わせください。

問　石巻社会保険事務所�２２
－５１１５・国保年金課（内線２５６・

２５７）・各総合支所市民生活課・

各支所

国民年金の届出は忘れずに！

　

こ
の
た
び
、（
財
）自
治
総
合
セ

ン
タ
ー
か
ら
平
成　

年
度
コ
ミ
ュ
ニ

１９

テ
ィ
助
成
を
受
け
、住
み
よ
い
地

域
づ
く
り
活
動
に
必
要
な
備
品
の

整
備
を
行
い
ま
し
た
。

　

こ
れ
ら
の
事
業
は
、宝
く
じ
の
受

託
事
業
収
入
を
財
源
と
し
た
も
の

で
、助
成
を
受
け
た
団
体
と
事
業

の
内
容
は
次
の
と
お
り
で
す
。

●
小
渕
実
業
団

小
渕
浜
の
住
民
相
互
の
努
力
に
よ

り
、連
帯
と
協
調
の
精
神
を
は
ぐ

く
む
と
と
も
に
、相
互
理
解
を
通

じ
て
、よ
り
豊
か
な
人
間
性
あ
ふ

れ
る
新
し
い
地
域
社
会
の
創
造
に

寄
与
す
る
た
め
、さ
ま
ざ
ま
な
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
を
展
開
し
て
お
り
、

そ
れ
ら

の
活
動

に
必
要

な
備
品

を
整
備

し
ま
し

た
。

今
回
整
備
さ
れ
ま
し
た
備
品
に
よ

り
、地
域
住
民
の
ふ
れ
あ
い
を
深

め
、よ
り
一
層
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活

動
の
推
進
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

問　

市
民
活
動
推
進
課（
内
線

　

）・
各
総
合
支
所
総
務
企
画
課

５４５ 宝
く
じ
助
成
で
地
域
づ
く
り

宝
く
じ
助
成
で
地
域
づ
く
り
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行
政
情
報

○
裁
判
員
と
な
る
た
め
に
仕
事

を
休
む
こ
と
は
で
き
ま
す
か
？

　

ま
た
、
仕
事
を
休
ん
だ
こ
と
で

会
社
か
ら
解
雇
さ
れ
る
よ
う
な

こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？

　

裁
判
員
と
な
る
た
め
に
必
要

な
休
み
を
と
る
こ
と
は
法
律
で

認
め
ら
れ
て
い
ま
す
し
、
裁
判
員

と
し
て
仕
事
を
休
ん
だ
こ
と
を

理
由
と
し
て
、
会
社
が
解
雇
な
ど

の
不
利
益
な
取
り
扱
い
を
す
る

こ
と
は
法
律
で
禁
止
さ
れ
て
い

ま
す
。

　

従
業
員
が
裁
判
員
と
し
て
刑

事
裁
判
に
参
加
し
や
す
く
す
る

た
め
、
各
企
業
に
お
い
て
、
裁
判

員
に
な
る
場
合
に
対
応
し
た
休

暇
制
度
を
設
け
る
な
ど
、
労
使
の

自
主
的
な
取
り
組
み
が
行
わ
れ

る
こ
と
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

　

な
お
、
休
暇
を
取
得
す
る
た
め

に
、
裁
判
員
（
候
補
者
）
に
な
っ

た
こ
と
を
上
司
な
ど
に
話
す
こ

と
は
差
し
支
え
あ
り
ま
せ
ん
。
ま

た
、
報
告
を
受
け
た
上
司
が
、
更

に
そ
の
上
司
や
使
用
者
に
報
告

す
る
こ
と
も
、
必
要
な
範
囲
内
で

あ
れ
ば
差
し
支
え
あ
り
ま
せ
ん
。

（
た
だ
し
、
公
に
す
る
こ
と
は
禁

止
さ
れ
て
い
ま
す
）
む
し
ろ
積
極

的
に
上
司
な
ど
に
相
談
し
て
、
周

囲
の
理
解
を
得
て
い
た
だ
く
こ

と
が
重
要
で
す
。

○
裁
判
は
時
間
が
か
か
る
の
で

は
な
い
で
す
か
？

　

実
際
の
審
理
日
数
は
、
そ
れ
ぞ

れ
の
事
件
の
内
容
な
ど
に
よ
り

異
な
り
ま
す
の
で
、
一
概
に
は
言

え
ま
せ
ん
が
、
約
７
割
が
３
日
以

内
に
、
約
２
割
が
５
日
以
内
に
終

わ
り
、
５
日
を
超
え
る
の
は
約
１

割
に
留
ま
る
の
で
は
な
い
か
と

見
込
ま
れ
て
い
ま
す
。

　

裁
判
所
と
し
て
は
、
国
民
の
皆

さ
ん
の
負
担
を
で
き
る
だ
け
軽

く
す
る
よ
う
な
運
用
に
努
め
て

い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

問　

仙
台
地
方
裁
判
所
石
巻
支

部
�　

－

0
3
6
1

２２

裁
判
員
制
度
Ｑ
＆
Ａ
（
最
終
回
）

　石巻市では、今般の原油価格
高騰の影響が懸念される中小企
業者への対策として、市制度融
資の追加預託を行い、市内各金
融機関が事業者に貸し付けるこ
とが可能な融資枠を拡大しまし
たので、ご活用ください。
　なお、お申し込の際には、事
前に市内各金融機関または産業
部商工観光課にご相談ください。
【市制度融資】
○中小企業融資
　限度額　２，０００万円
　償還期限 運転７年 設備１０年
　貸付利率　年２．３％
○小企業小口融資
　限度額　３５０万円
　償還期限 運転５年 設備７年
　貸付利率　年２．３％
※宮城県信用保証協会の信用保
証を受ける必要があります。

問　商工観光課（内線４１８）
　　市内各金融機関

中小企業者向け原油高騰対策
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　図のように商品（荷物）などを道路にはみ出して使用する行為は、

道路法（交通に支障を及ぼす恐れのある行為の禁止）により禁止され

ていて、交通事故誘発の原因ともなりますので、商品（荷物）などは、

道路にはみ出さないよう自己管理してください。

問　道路課　�９５－１１１１（内線２９７・３０３）

道路を不法使用しないでください

男女共同参画コーナー

身近な場面の男女共同参画

家庭では・・・・

お父さんもお母さんも昼間同じように働いて
いるのに、家に帰るとどうして家事はほとんど
が女の人の仕事なの？

互いを尊重し合い、協力し合って、家庭生活と
仕事や地域活動を両立できるようにしましょ
う。
　　　　問　男女共同参画推進室（内線608）

　

厚
生
労
働
省
で
は
、
ア
ス
ベ
ス

ト
の
吹
き
付
け
、
除
去
な
ど
石
綿

業
務
に
従
事
し
た
離
職
者
に
対

す
る
健
康
管
理
対
策
を
図
る
た

め
、
健
康
管
理
手
帳
制
度
に
よ
る

健
康
診
断
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

昨
年　

月
１
日
か
ら
胸
部
レ
ン

１０

ト
ゲ
ン
写
真
な
ど
で
画
像
所
見

が
認
め
ら
れ
な
い
方
で
も
、
一
定

の
石
綿
作
業
従
事
歴
（
作
業
内
容

に
よ
っ
て
１
年
以
上
も
し
く
は

　

年
以
上
）
を
有
す
る
方
で
あ
れ

１０ば
、
石
綿
健
康
管
理
手
帳
の
交
付

対
象
と
な
り
ま
す
。

　

詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

問　

宮
城
労
働
局
安
全
衛
生
課

　
　

�　

－

　

－

８
８
３
９

０２２

２９９

石
綿
健
康
管
理
手
帳
の
交
付

要
件
が
拡
大
さ
れ
て
い
ま
す


